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岐阜県緊急時モニタリング計画 新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

 

１ 目的 

（１）略 

（２）緊急時モニタリング計画の目的 

本計画は、岐阜県（以下、「県」という。）が、「原子力災害対策指針」（令和 6 年 9 月。以下、「指

針」という。）、「防災基本計画（原子力災害対策編）」（令和 6 年 6 月。）及び「岐阜県地域防災計画

（原子力災害対策計画）」（令和 7 年〇月。以下、「県防災計画」という。）等に基づき、原子力災害

時における緊急時モニタリングの体制の整備及び基本的事項等について定めたものであり、国の統

括のもと、関係機関と連携し、迅速かつ効率的に緊急時モニタリングを実施できるようにすること

を目的とする。 

 

２ 基本的事項 

（１）基本方針 

略 

ア 略 

イ 「施設敷地緊急事態」においては、県は、県防災計画に基づき「原子力災害警戒本部」を設置

し、その配下の「緊急時モニタリングチーム」は、国が設置するＥＭＣに職員を派遣する。緊急

時モニタリングチームは、国の統括のもとでＥＭＣの一員としてＥＭＣの各構成機関と連携して

緊急時モニタリングを実施するとともに、これに支障のない範囲で必要に応じ県独自のモニタリ

ングを実施する。 

ウ 略 

（２） 略 

（３）岐阜県環境放射線モニタリングマニュアル 

県が実施する緊急時モニタリングの具体的な実施内容・方法等については、「岐阜県環境放射線モ

ニタリングマニュアル」（令和７年〇月。以下、「県マニュアル」という。）において定める。 

 

３ 緊急時モニタリング等の体制 

（１）緊急時モニタリング体制 

県は、緊急時モニタリング等の体制を指針等に示されている事態区分ごとに図表１のとおり定め

る。 

（２）緊急時モニタリングチームの体制 

緊急時モニタリングチームの組織及び各担当の役割は、図表２及び３のとおりとする。 

（３）ＥＭＣの体制 

ア ＥＭＣは次の機関で構成する（図表４参照）。 

① 国（原子力規制庁等） 

② 県、福井県、滋賀県 

③ 原子力事業者 

④ 関係指定公共機関（（国研）量子科学技術研究開発機構及び（国研）日本原子力研究開発機

構） 

⑤ その他 

イ ＥＭＣは次の組織で活動する（図表５参照）。なお、センター長は原子力規制庁長官官房監視情

報課放射線環境対策室長又は原子力規制庁長官官房監視情報課企画官（以下「規制庁監視情報課

放射線環境対策室長等」という。）が務め、センター長が不在の間は原子力規制事務所上席放射線

防災専門官、放射線防災専門官又は放射線防災専門職（以下「上席放射線防災専門官等」とい

う。）、福井県原子力環境監視センター所長の順でその職務にあたる。 

① センター長（国） 

② センター長補佐（国、福井県） 

③ 企画調整グループ（国、県、福井県、滋賀県、原子力事業者及び関係指定公共機関） 

④ 情報収集管理グループ（国、県、福井県、滋賀県、原子力事業者及び関係指定公共機関） 

⑤ 測定分析担当（国、県、福井県、滋賀県、原子力事業者及び関係指定公共機関等） 

   

４ から ９ まで 略 

 

 

１ 目的 

（１）略 

（２）緊急時モニタリング計画の目的 

この計画は、岐阜県（以下、「県」という。）が、原子力災害対策指針（以下、「指針」という。）、

防災基本計画（原子力災害対策編）及び岐阜県地域防災計画（原子力災害対策計画）（以下、「県防

災計画」という。）等に基づき、原子力災害時における緊急時モニタリングの体制の整備及び基本的

事項等について定めたものであり、国の統括のもと、関係機関と連携し、迅速かつ効率的に緊急時

モニタリングを実施できるようにすることを目的とする。 

 

 

２ 基本的事項 

（１）基本方針 

略 

ア 略 

イ 「施設敷地緊急事態」においては、県は、県防災計画に基づき「原子力災害警戒本部」を設置

し、その配下の「緊急時モニタリングチーム」は、国が設置するＥＭＣに参画する。緊急時モニ

タリングチームは、国の統括のもとでＥＭＣの一員としてＥＭＣの各構成機関と連携して緊急時

モニタリングを実施するとともに、これに支障のない範囲で必要に応じ県独自のモニタリングを

実施する。 

ウ 略 

（２） 略 

（３）岐阜県環境放射線モニタリングマニュアル 

県が実施する緊急時モニタリングの具体的な実施内容・方法等については、「岐阜県環境放射線モ

ニタリングマニュアル」（       以下、「県マニュアル」という。）において定める。 

 

３ 緊急時モニタリング等の体制 

（１）緊急時モニタリング体制 

県は、緊急時モニタリング等の体制を指針等に示されている事態区分ごとに図表１のとおり定め

る。 

（２）緊急時モニタリングチームの体制 

緊急時モニタリングチームの組織及び各担当の役割は、図表２及び３のとおりとする。 

（３）ＥＭＣの体制 

ア ＥＭＣは次の機関で構成する（図表４参照）。 

① 国（原子力規制庁等） 

② 県、福井県、滋賀県 

③ 原子力事業者 

④ 関係指定公共機関（（国研）量子科学技術研究開発機構及び（国研）日本原子力研究開発機

構） 

⑤ その他 

イ ＥＭＣは次の組織で活動する（図表５参照）。なお、センター長は原子力規制庁監視情報課放射

線環境対策室長が務め、センター長が不在の間は原子力規制事務所上席放射線防災専門官、福井

県原子力環境監視センター所長の順でその職務にあたる。 

 

 

①センター長（国） 

② センター長補佐（国、福井県） 

③ 企画調整グループ（国、県、福井県、滋賀県、原子力事業者及び関係指定公共機関） 

④ 情報収集管理グループ（国、県、福井県、滋賀県、原子力事業者及び関係指定公共機関） 

⑤ 測定分析担当（国、県、福井県、滋賀県、原子力事業者及び関係指定公共機関等） 

   

４ から ９ まで 略 
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改正案 現 行 改正理由 

 

図表１ から 図表４ まで 略 

 

図表５ 緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ） 各グループの役割 

 

センター長（規制庁監視情報課放射線環境対策室長等） 

・緊急時モニタリング実施の全体指揮 

 ※センター長が不在の間は上席放射線防災専門官等、福井県原子力環境監視センター所長の順で

その職務にあたる。 

企画調整グループ 

企画班 略 

総括・調整班 略 

情報収集管理グループ 

収集・確認班 略 

連絡班 略 

情報共有システム等維

持・管理班 略 

測定分析担当 

総括・連絡班 略 

測定・採取班 略 

分析班 略 

 

 

 

図表１ から 図表４ まで 略 

 

図表５ 緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ） 各グループの役割 

 

センター長（原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室長） 

・緊急時モニタリング実施の全体指揮 

 ※センター長が不在の場合は、以下の順でセンター長代理としてその職務を代行 

  ①原子力規制事務所上席放射線防災専門官、 

  ②福井県の環境放射線モニタリング組織の長等の緊急時モニタリングを指示できる職員 

企画調整グループ 

企画班 略 

総括・調整班 略 

情報収集管理グループ 

収集・確認班 略 

連絡班 略 

情報共有システム等維

持・管理班 略 

測定分析担当 

総括・連絡班 略 

測定・採取班 略 

分析班 略 
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